
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的
及
び
責
務
の
改
正

一

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

国
の
責
務
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
つ
い
て
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の

削
減
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
条
第
二
項
関
係
）

第
二

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
の
追
加

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
二
号
関
係
）

第
三

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
等

一

国
の
施
策

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
知
見
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た



温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）

二

政
府
実
行
計
画

政
府
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削

減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
政
府
実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定

す
る
も
の
と
し
、
政
府
実
行
計
画
の
策
定
の
手
続
、
政
府
実
行
計
画
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
の
状
況
の
公
表
等
に
関
す
る

規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
の
二
関
係
）

三

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
報
告
等

１

事
業
活
動
（
国
又
は
地
方
団
体
の
事
務
及
び
事
業
を
含
む
。
）
に
伴
い
相
当
程
度
多
い
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
す

る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
排
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
年
度
、
事
業
所
等
ご
と
に
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
量
そ
の
他
の
事
項
（
以
下
「
報
告
事
項
」
と
い
う
。
）
を
当
該
事
業
所
等
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大

臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

２

特
定
排
出
者
は
、
１
に
よ
る
報
告
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
情
報
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
特

定
排
出
者
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
（
以
下
「
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
排
出
者
に
係
る
排
出
量
を
事
業
所
等
ご
と
に
合
計
し
た
量
等
を
も
っ
て
３
に
よ

る
通
知
を
行
う
よ
う
事
業
所
管
大
臣
に
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

３

事
業
所
管
大
臣
は
、
報
告
事
項
を
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
報
告
に
係
る
排
出
量
を

集
計
し
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
排
出
者
の
権

利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
排
出
量
を
事
業
所
等
ご
と
に
合
計
し
た
量
等
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
四
関
係
）

４

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事
業
所
管
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
報
告
事
項
を
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
（
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
」
と
い
う
。
）
を
事
業
所
管
大
臣

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
所
管
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
３
に
よ
る
集
計
の
結
果
を
集
計
し
、
公
表
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
集
計
の
用
に
供
す
る
た
め
、



関
係
事
業
所
管
大
臣
に
対
し
、
特
定
排
出
者
の
権
利
利
益
の
保
護
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
３
に
よ
り

集
計
し
た
結
果
に
係
る
排
出
量
を
合
計
し
た
量
を
通
知
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
五
関
係
）

５

何
人
も
、
４
に
よ
る
公
表
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
以
後
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
公
表
に
係

る
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
で
あ
っ
て
当
該
主
務
大
臣
が
保
有
す
る
も
の
の
開
示
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

、
当
該
主
務
大
臣
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開
示
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
う

ち
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
事
項
を
速
や
か
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
六
及
び
第
二
十
一
条
の
七
関
係
）

６

特
定
排
出
者
は
、
１
に
よ
る
報
告
に
添
え
て
、
４
に
よ
り
公
表
さ
れ
、
又
は
５
に
よ
り
開
示
さ
れ
る
情
報
に
対
す
る

理
解
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
増
減
の
状
況
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
事
業
所
管
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
当
該
情
報
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
及

び
経
済
産
業
大
臣
に
お
い
て
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
八
関
係
）



７

主
務
大
臣
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
の
適
正
な
実
施
の
確
保
又
は
自
主
的
な
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

抑
制
等
の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
特
定
排
出
者
に
対
し
必
要
な
技
術
的
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
九
関
係
）

８

特
定
排
出
者
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
一

条
第
一
項
（
同
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
係
る
事
項
に
関
す
る
部
分
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生

す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
つ
い
て
の
１
に
よ
る
報
告
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
十
関
係
）

９

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）

そ
の
他
開
示
に
係
る
手
数
料
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
報
告
、
報
告
に
係
る
罰
則
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

10

（
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
三
条
関
係
）

第
四

検
討

政
府
は
、
平
成
二
十
年
ま
で
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措



置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

附
則

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
し
、
第
三
の
三
の
１
は
、
平
成
十
九
年
度
以
降
に
行
う
第

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年

三
の
三
の
１
に
規
定
す
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


